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　去る４月８日に議員全員協議会が開催され、
人間ばん馬大会などでお馴染みの旧サッカー
場跡地（31㌶）が、宗教法人幸福の科学に売却さ
れたことが役場から発表されました。
法人側からの説明では、この土地に大学や医療
機関を建設したいという希望があるそうですが、
現在のところ詳細については白紙とのことです。
正直なところ、私も二つの点で考えが揺れてい
ます。

１：本当に大学はできるのか？

　既に村内にある法人施設が建設されるとき
にも、地元自治会との間で一悶着ありました。
今のところ法人側からは詳細な説明がないの
でなんとも言いようがないのですが、同じ轍を
踏むようなことがあってはなりませんし、今回
のプロパスト→宗教法人への転売のような事
があると、住民感情としては「はたして本当に
大学が来るのか？またもや宗教施設が建設され、
村の一等地を１宗教法人が占拠して、挙げ句に
固定資産税も入ってこないという踏んだり蹴
ったりの結末になりはしないか？」という疑問
が出てくるのは当然のことです。

２：もし本当に大学ができるならば
　　ある意味チャンスかも知れない

　最低条件として「誰でも入れる大学」（信徒だ
けのためではないという意味です）が建設され
るということがクリアされるなら、これは村に

とってチャンスなのかも知れません。
学校法人も固定資産税が免除されるため法人
からの税収は期待できませんが、信徒以外の学
生も入学するとなれば村内にはアパートも必
要になるでしょうし、学生たちの胃袋を満たす
ための商売も成り立つはずであり、これらの新
規事業から入る税収は財政の一助となるでし
ょう。また、村内に若い世代が常にいると言う
ことで村自体の雰囲気は変わり、さらには、大
学と連携した文化事業等も必然的に興ってく
るでしょう。そういった意味から言えば、村の
活性化の一助になる可能性はあります。

　この広大な土地は、もともとは農家をはじめ
とする地権者の方々が「村の税収になるのなら・・・」
という気持ちから手放した耕作地であり、買収
には村も深く関わってきたという経緯があり
ます。村側にはこの経緯を踏まえて法人と十二
分な協議をおこない、住民のみなさんの不安を
解消する責任があることは言うまでもありま
せん。この点については、議会側も問いただす
べきだと考えています。

　しかし、住民の方々にお願いしたいことは、
相手が「宗教法人である」という一点だけに注
目して色眼鏡で見るのではなく、自分たちの生
活にとってどのようなメリット・デメリットが
あるのかを冷静に判断していただきたいとい
うことです。
　そのためにも私は、今後、入手した情報は可
能な限り素早くみなさんのお手元にお届けし
ていくつもりです。
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差別条例に反対しました
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　酒井は今議会で役場側から提案された「長生
村国民健康保険税条例の一部を改正する条例
制定について」の採決において、「反対」を表明
しました。以下がその理由です。

１、国保予算に投入されようとして
いる税金には、社会保険（社保）加入
者であるサラリーマンの方々からお
預かりした税金も含まれており、い
わば、保険料（税）の二重負担になる
ばかりか、社保加入者は一切の恩恵
にあずかれない、著しく公平性を欠
いた差別条例である。

２、繰越金の全額流用は、年度末にお
ける突発的な支出への対応を困難に
し、また、翌年度以降は一般会計から
の繰り入れ額の更なる増大を招く、
危険きわまりない綱渡りである。

３、国保の「独立採算制」という性格
に照らして、一般会計からの繰り入
れは運用原則に反している。

　国民健康保険（国保）は「特別会計（予算のこと）」
という、いわば独立採算制で運営されています。
これまで長生村の国保は住民負担を軽減する
ために、基金（預金）を取り崩し、様々な努力の
末に現状維持してきました。しかし、それもす
でに限界に達し、3月議会において役場側から
の値上げ提案を、不承不承ながら議会が承認す
る形で、今期は14.7%とという大幅な値上げに
踏み切らざるを得ない状況に陥りました。

　先の議会において村長は「一般会計からの繰
り入れはおこなわない」と明言していたのです
が、保険料を前年度並みとするために、突然、村
は長生村国保運営協議会において、交付金約
5000万円と前年度からの繰越金約9000万円を
国保会計（予算）に繰り入れ、さらに不足するお
よそ7800万円を、教育費などを賄うための「一

般会計（住民税などで構成される）」から繰り入
れ（法定外繰入）ようと発言し、それに伴い、事
実上の値下げともいえる条例改正を今議会に
提案してきました。

なぜ、わずか3ヶ月で態度が豹変したのでしょう？

　私を含め、議員全員が「国保税は安いに越し
たことはない」と考えています。私自身が国保
加入者ですから、好きこのんで高くするわけが
ありません。

　議会は値下げそのものに反対なのではなく、
今回の提案は財源の確固たる裏付けがない値
下げ案であるばかりか、繰越金（支払い準備金
であり、運用資金）を使い込んでしまっては翌
年以降の国保運営に支障をきたすばかりか、一
般会計からの繰り入れは、本来一般会計予算で
おこなわれるはずの他の事業にも支障をきた
しかねないことが明白だから反対したのです。

　そのため議会は「住民生活に直結する問題で
あり、至急、臨時議会を招集すべき」との見解に
いたり、翌週に開催されるよう、村長宛に議会
の招集要請をおこないましたが、村長はこれを
引き延ばしています。

　もし今回の値下げ案が、自分の施策として住
民にとって本当に必要であると考えているなら、
村長は即刻臨時議会を招集すべきです。
議会の招集権限を唯一持つ村長が早急な議会
開催をおこなわなかった場合、村民の生活に大
変大きな障害がもたらされる可能性があるの
ですから。
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　今回の条例提案に対する質疑の席で、私は石
井村長に対して「一般会計から多額の繰り入れ
をおこなうのであれば、財政的裏付けを持った
今後5カ年の予算計画があってしかるべきだ。
それを提示して欲しい」と発言しました。

　これに対する村の回答は非常に曖昧で、私は
「計画は無い」と判断しました。いわば、いき
あたりばったりの条例改正であるこ
とが判明したのです。

さらに驚いたことには「国保税については、
来年度は25％、再来年は20％、さらに
その翌年にも20％の値上げを考えて
いる」というもので、その上「一般会
計からの繰り入れは今回と同程度を
考えている」・・

さて、カレンダーを3ヶ月ほど戻した話になり
ますが、3月定例議会において石井村長より提
案された国保税の値上げ案を、議会は不承不承
可決しました。そうしなければ、長生村の国保
会計が赤字に転落するかもしれなかったから
です。

しかし、この案には一般会計からの繰り入れは
見込まれていないため、他の事業への影響は無
く、繰り越し金も流用しないため国保システム
の安定運用が可能なはずでした。

平成20年度が始まってまだ3ヶ月。
国保会計がどの程度資金不足になるかも、一般
会計にいくらの余剰金が出るかもわかってい
ません。このような提案は、本来であれば12月
の議会で「国保でこれだけお金が足りなくなり
そうです。だから、一般会計からこれだけお金
を融通してください」と言う形で、住民のみな
さんとその代表である議会にきちんと説明し
た上で補正予算が組まれるべきものなのです。

村長選挙を間近に控えるこの時期に、なぜ突如
としてこのような値下げとも言える条例改正

をおこなおうとするのか。賢明な住民のみなさ
んであればご理解いただけるものと思います。

　村長の今回の議会を通した一貫した言葉は「国
保加入者の急激な負担を軽減するため」という
ものでした。
しかし、この言葉に騙されてはいけません。

　たしかに今回値上げを見送れば、被保険者の
負担は一見軽くなります。しかし、石井村長は、
来年度以降に一気に25%もの値上げを予定して
いるのです。
　3月の議会で議決されたとおり、今年14.7%の
値上げをおこない、来年度以降は10%程度に押
さえておくことこそが本当の意味での「国保加
入者の急激な負担を軽減する」ことになるのは
誰が考えても明らかです。まさに「言動不一致」
というべきでしょう。
この言動不一致を普通の感覚で考えれば、「選
挙対策のリップサービス」となります。

　また、国保にだけ税金を投入し続けることは、
結局、事業予算の不足を招き、最終的には住民
税や保育料、給食費など、生活に直結した税金・
利用料などを値上げせざるをえないのです。

　国保加入者のみなさん！
「国保税の値下げ」などという小さなアメをし
ゃぶらされたら、結局は税金の値上げという形
で大きな代償を支払うことになるのですよ！！

よ～く、考えてみてください。

さらにとんでもない
ことが判明！

「利用者負担軽減」に
騙されてはいけません

　議員として2年を無事に過ごせたのは、み
なさんのご支援・ご理解あればこそでした。
3年目に入り「何らかの形で議会の報告を出
そう」と考えた結果、今回のような活動報告
をお届けする次第です。
満足なものとは言えないかもしれませんが、
今後は、機会あるごとに発行していきたいと
思います。



長生村議会議員酒井ひろきの「長生村顛末記」は、ホームページ
（http://nagaiki.seesaa.net/）をご訪問いただければ、カラー
画像を使ったより詳細なリポートや日常の雑感など、頻繁に更
新される情報とナマの私がご覧いただけます。
「酒井ひろき」で検索してください。

　先日、一松小学校交差点に、自動車の飛び込
みを防止するコーナーガードがつきました。
昨年3月19日にこの交差点で大事故があったこ
とを知り、私が建設課に要望しておいたことは
ブログに書きました。
また、今年の2月12日におこなわれた全員協議
会の席上でも、村側への要望事項として挙げて
おいたものが実現したものです。

　本音を言うと、もう一本くらいポールがあっ
て、ガードレール形式なら尚、良かったかと思
いますが、まずは尽力いただいた建設課のみな
さんに感謝いたします。
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※書ききれないもの多数あり・カッコ内は出席時の肩書き
4/06　商工会青年部総会(商工会)
4/07　第3回日本風景街道勉強会(観光協会)
4/08　中学校入学式・全員協議会・教育民生常任委員会
　　　(議員)
4/09　小学校入学式(議員)
4/11　NPO法人さすが一の宮「さすが市」のために長柄町
　　　へテント50張を借りに＆観光パンフ集めで郡市内
　　　を廻る(NPO活動)
4/12　観光むらづくり研究会(観光協会)
4/13　NPO法人さすが一の宮「さすが市」運営(NPO活動)
4/17　商工会監査＆理事会(商工会)
4/20　人間ばん馬大会会議(観光協会)
4/23　一松小域福祉圏地域ぐるみ福祉ネットワーク事業
　　　推進委員会(議員)
4/26　平成20年度一松小学校PTA総会(PTA)
5/16　全員協議会(議員)
5/19　商工会総会(商工会)
5/20　観光むらづくり研究会(観光協会)
5/22　社会福祉協議会評議委員会(社会福祉協議会評議
　　　員)
5/24　一松小学校運動会(議員＆PTA)
5/25　ゴミゼロ運動(一松海岸)＆海の家組合反省会(観
　　　光協会)
5/26　村長へお買い物券等に関する要望書提出(商工会)
5/29　観光協会理事会＆総会(観光協会)
5/30　学校施設先進地視察=海上中・光中・長南中(議員)
6/01　睦沢町観光まつり(観光協会)
6/04　議会定例会(議員)
6/05　議会定例会(議員)
6/08　消防躁法大会(議員)
6/10　長生地域観光連盟監査(観光協会)
6/11　民宿組合総会(観光協会)
6/12　九十九里サロン理事会(観光協会＆個人)
6/14　親子ソフトドッジボール大会(PTA)
6/15　NPO法人さすが一の宮総会(NPO活動)
6/16　長生地域観光連盟総会(観光協会)
6/25　教育民生常任委員会会議(議員)
6/30　睦沢町認定子ども園視察・白子町病児保育視察・教
　　　育民生常任委員会(議員)

酒井ひろきの活動日誌
議員活動と地域における活動

４～６月期実績と発行日現在の予定

ＱＲコードでケータイからも
アクセス可能！

ご意見をお待ち
しています！

交差点にコーナー
ガードがつきました

改修前

改修後


